
ヤ
マ
ダ
モ
ト
ス
ケ
山
田
元
認
大
型
寺
務
の
隅
田
o

p
I
A
Y
脳
卒
保
二
年
正
且
老
す
る
に
及
び
そ
の
秩
を
叡

ぎ
、
文
政
元
年
十
一
月
世
間
日
三
十
丸
山
訟
を
以
て
明
日

し
た
。
元
民
沼
田
明
は
事
紙
、
手
は
士
施
、
南
一
一
時
と
鋭

し
、
前
文
を
皆
川
挟
間
に
尽
ぴ
、
黙
を
瓜
生
玉
悲
に

習
ひ
、
後
京
都
に
出
で
L
文
晃
を
柿
と
し
、
能
〈
そ

の
鉱
諮
を
得
た
。

ヤ
マ
ダ
ヤ
キ
ユ
ウ
ロ
ク
山
田
屋
久
鋒

金
制
聞
に

於
い
て
鍋
屋
吉
兵
衛
の
門
下
か
ら
出
た
陶
昨
日
工
で
、

若
山
開
制
話
、
殆
ど
聞
と
努
甲
山
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。

明
治
初
年
久
悠
年
老
い
、
右
手
讃
え
て
自
舟
を
失
う

た
が
、
問
時
代
の
統
行
に
従
う
て
赤
紛
の
山
水
人
物

を
制
摘
し
た
。

ヤ
マ
ダ
ヤ
シ
ョ
ウ
ジ
山
田
屋
小
路

金
保
の
町

名
。
古
へ
こ
の
小
路
の
向
に
山
問
屋
と
制
す
る
魚
簡

の
家
が
あ
っ
た
に
よ
っ
て
名
を
得
た
。
今
一
番
町
か

ら
三
番
問
主
で
あ
る
。山

田
谷
内

っ
て
混
じ
易
か
っ
た
の
で
、
大
正
七
年
南
町
と
改
め

た。

ヤ
'マ

八
七
四

ヤ
マ
ダ
ヤ
チ

d
S
4
0
 

ヤ
マ
ヂ
タ
ロ
ベ
エ
山
路
九
郎

兵

衛

初
め
て
前

m利
治
に
品
川
へ

、
総
加
噌
共
に
四
百
石
た
領
し
、
前

治
元
年
間
目
。
子
孫
相
綴
い
で
務
に
仕
へ
る
。

ヤ
マ
ッ
ト
山
津
登
一
冊
。
石
川
初
本
音
の
偶

人
大
騒
が
、
希
図

・
舎
殺
と
相
鑓
へ
て
山
中
祖
泉
に

泌
ん
だ
時
の
投
句
及
び
附
合
集
で
あ
る
。
序
文
の
大

阪
の
周
密
に
九
々
翁
と
あ
る
か
ら
、
明
和
元
年
の
も

の
与
如
く
に
見
え
る
が
、
文
中
に
『
入
準
金
問
問
七
十

二
の
も
と
へ
』
と
あ
っ
て
、
流
延
元
年
大
阪
六
十
六

訟
の
諾
で
あ
る
O

A

「
稲
本
と
し
て
俸
は
る
。

ヤ
マ
デ
山
手

期
羽
咋
郡
徳
聞
の
内
の
小
手
。

ヤ
マ
デ
山
手

割
引
咋
郷
坪
野
の
内
の
小
手
。

珠
洲
郡
似
爆
の
内
の

ヤ
マ
ナ
カ
山
中

江
泊
部
奥
山
方
に
凪
す
る
郁

滞
。
山
中
指
泉
・

山
中
様
関
川
が
あ
ろ
に
よ
っ
て
そ
の

名
宇
一
知
ら
れ
る
。

ヤ
マ
ナ
カ
山
中

臥
王
制
州
諸
橋
郷
に
印
す
る
部

格
。
永
松
元
年
六
月
四
日
畠
山
邸時創
刊
也
知
松
新
介

宛
所
の
も
の
に
、『
持
続
山
中
百
人
夫
糾
役

一
悶
令
指

除
候
。
』
と
あ
る
も
の
是
で
あ
る
。
能
殺
名
跡
志
に

ヤ
マ
ト
h
F
ケ
ル

J
Z
コ
ト
日
本
武
尊

日
本
武

愈
が
加
賀
に
入
り
給
う
た
こ
と
は
、
悶
よ
り
疋
史
に

時
間
見
が
な
い
。
然
る
に
ζ

L
に
一
の
口
砕
か
あ
る
。

栄
子
が
京
夷
征
伐
の
後
こ
の
凶
に
入
。
給
う
た
に
、

里
民
放
び
て
之
そ
迎
へ

、
現
M附
M
T
定
の
向
山
総
点
町
到
し

翠
っ
た
。
加
賀
の
名
義
は
是
か
ら
位
。
、
館
の
躍
朕

tve樹
て
給
う
た
既
は
、
即
ち
今
の
河
北
柑
加
鎚
爪
で

あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
如
き
は
一
純
の
説
明

似
訟
で
、
回
よ
り
信
ず
る
に
足
ら
ぬ
。
爺
し
此
の
説

は
、
入
室
御
紗
・翻
花
鋭
・廻
附
鰍
杷
等
に
、
加
賀
附

宇
一
訓
じ
て
ヨ
ロ
コ
ピ
ヲ
タ
ハ
フ
ル
ク
-
一
と
い
う
た
に

鉱
づ
き
、
そ
の
起
凶
甚
だ
宙
く
な
い
。
然
る
に
越
殺

到
三
州
志
に
、『
徳
の
日
凶
に
束
。
給
ふ
こ
と
m
U
犯
に

縦
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
限一柳
川割
前
米
だ
文
字
無
く
し

て
老
少
口
々
相
仰
と
、
大
江
医
町
出
の
岱
附
犯

・
腕州部

腕
成
の
古
制問
拾
訟
に
も
容
き
、
三
詩
情
行
の
呂
進
凶

作
干
の
勘
文
に
も
上
古
の
郡
は
皆
口
併
に
山
づ
。
放
に

代
々

の
邸
時
間
辿
蹴
あ
る
べ
し
と
白
け
る
十
.U
て
考
ふ

れ
ば
、
古
来
同
俗
の
人
口
に
縦
す
る
者
も
、
会
〈
妄

誕
と
剥
ふ
可
か
ら
ず
。
』
と
論
じ
、
全
力

hTmげ
て
之

彰
一
回
執
し
よ
う
と
し
た
は
、
来
し
て
何
の
お
で
あ
る

か
を
知
ら
ぬ
。

ヤ
マ
ト
ダ
山
戸
田

一
門
戸
山
口
仰
仰
熊
木
院
に

臨
す
る
郡
都
o
A
腕
加
夫
郡
阿
山民
加
志
比
古
訓
枇
一
拠

点
悠
三
年
の
+
北
海
紋
に
山
町
恩
と
あ
る
も
の
は
是
で

あ
ら
う
。

ヤ
マ
ナ
カ
イ
シ
山
中
石

江
沼
加
山
中
の
水
無

山
に
箆
す
る

o
n
m芯
縞
に
、
こ
の
石
叫
に
崩
れ
ず
、

火山
川
に
閑
ひ
て
引
ぜ
す
、
或
は
挽
自
に
用
ひ
、
同
中

第
一
の
石
で
あ
る
と
犯
す
る
。

ヤ
マ
ナ
カ
イ
チ
ム
山
中
一

夢

金
剛
仰
の
人
。
加

限
叩
況
の
附
山
私
犯
に
い
ふ
。
先
年
山
市
野
寄
附
に
山

中
一
歩
と
い
ふ
限
活
者
が
あ
り
、
小
限
脅
結
び
、
遊

山
骨
に
茶
を
創
出
抑
う
た
が
、
そ
の
小
陛
般
の
脇
に
組
問
相

官
吊
L
、『
ひ
ゃ
う
た
ん
の
た
ん
と
な
ら
ず
ば
ち
と
な

り
と
銭
も
て
こ
ざ
れ
御
茶
ま
う
さ
う
。
』
と
邸
付
け
て

あ
り
、
人
々
同
士
の
前
巡
島
刊
一
変
し
て
集
る
も
の
が
多
か

っ
た
。
時
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
元
政
・平
保

以
前
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
あ
ろ
。

ヤ
マ
ナ
カ
オ
ン
セ
ン
山
中
温
泉

江

泊

浦
山
巾

に
在
る
。
問
地
問国
王
寺
の
紋
起
に
は
、
建
久
中
塚
谷

村
に
位
し
た
長
谷
郎
信
池
が
、
放
肢
の
途
白
昨
日
の
病

は
、『
此
村
は
滅
に
山
中
に
て
、
四
ャ
所
に
分
れ
て
家

六
十
粁
詐
あ
り
。

川巾
村
の
宮
古
と
い
ふ
よ
り
山
手
へ

殺
る
也
。
武
辿
村
へ
近
し
。
此
道
す
が
ら
中
日
怒
り

の
入
江
台
見
お
ろ
し
、
風
対
山
水
の
有
秘
密
に
も
織

し
雌
L
o』
と
m
叫
す
る
。

ヤ
マ
ナ
カ
山
中

珠
洲
郡
正
院
郷
に
臨
す
る
部

稿
。
元
総
十
凶
年
の
郷
村
名
義
抄
に
、『
此
村
四
方
山

之
巾
に
有
之
村
に
付
、
山
中
村
と
巾
附
巾
併
候
。
』
と

あ
る
。
明
治
巾
に
来
。
東
山
中
と
臨
め
た
。

ヤ
マ
ナ
カ
山
中

珠
洲
郡
木
郎
郷
に
回
す
る
部

出
。
能
且
有
名
跡
芯
に
、
『
山
中
。
不
励
寺
よ
り
サ
六

町
、
上
。
出
向
次
也
。
家
数
三
十
軒
許
あ
り
。
あ
さ
ま

な
る
村
也
。
』と
あ
る
。
こ
の
部
務
北
方
の
若
宮
森
と

得
す
呂
田
山
に
大
怖
が
あ
り
、
耐
水
と
し
て
館
銭
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。
太
さ
地
上
一
米
の
加
で
七
米
一
一
、
地
上

ご
米
で
凹
幹
に
分
か
れ
、
絞
誌
の
押
印
脅
阪
ふ
所
六
六

O
M
T
方
米
に
及
ぶ
。

脚
を
搾
中
に
日
目
す
を
見
て
殺
見
し
た
と
し
、
信
泌
犯

に
は
、
信
辿
五
代
の
孫
行
辿
が
元
弘

・
加
盟
武
の
際
能

殺
を
脱
し
て
こ
の
地
に
来
り
、
こ
の
泊
泉
宇
一
殺
見
し

た
と
あ
る
。
し
か
し
、
縫
号
制
H

三
州
窓
に
は
、
山
中

に
居
た
長
氏
を
信
越
五
代
の
源
開
問
辿
で
あ
る
と
し
て

ゐ
る
。
そ
の
山
中
池
山
市
に
古
〈
抽
出
浴
し
た
こ
と
の
文

献
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
文
明
五
年
九
月
刊
ご

目
的
地
如
が
こ
の
地
に
於
い
て
消
息
を
草
し
た
や
初
見

と
し
、
前
倒
氏
に
及
ん
で
は
大
に
般
織
を
加
へ
た
と

見
え
、
慶
長
七
年
に
は
利
長
が
湯
銭
と
し
て
鋭
七
刊
何

回
を
、
入
年
五
且
に
は
銀
五
百
回
を
、
同
年
十
二
月

に
は
銀
十
六
枚
十
六
匁
中
一
枚
め
、
叉
利
治
の
一
兆
卯
元

年
八
月
に
は
、
杭
山
長
知

・
本
多
政
顕
か
ら
、
山
中

の
百
姓
に
湯
銭
迩
上
毎
年
金
武
枚
を
紬
閉め
し
め
て
、

そ
の
代
官
た
る
こ
と
守
許
し
て
阿
る
。
焚
舜
日
氾
を

見
る
と
、
路
長
八
年
九
月
先
拝
は
世
間
間
粂
見
の
女
隠

然
に
随
う
て
、
-
一
七
日
の
財
治
hr.山
中
に
試
み
て
削

る
か
ら
、
沼
崎
似
に
そ
の
名
が
上
闘
に
も
俄
山
川
知
ら

れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
後
年
大
町
立
ザ
務
部
に
邸
し
て
か

ら
は
、元
職
六
年
務
自
ら
儲
ざ
や
や
一
建
築
L
、ね
に
湯

銭
入
則
一
文
宛
や
↓
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は

山
巾
村
が
小
物
成
と
し
て
財
役
骨
子
礼
制
し
た
日
外
、

別
に
湯
ざ
や
利
持
山
田
と
し
て
的
答
に
開
削
し
た
の
で
あ

ら
う
。
古
へ
か
ら
揚
持
と
縛
す
る
若
干
の
入
れ
に
よ

っ
て
、
地
泉
一
切
の
酎
配
管
脅
し
て
ゐ
た
が
、
む
賄
の

後
鎚
泉
組
合
の
官
迎
に
即
L
、
菊
之
湯

・
前川之山仰
の

二
大
浴
場
を
総
則
闘
と
し
、
別
に
副
総
之
湯
と
併
す
る

高
等
浴
場
を
も
設
け
た
が
、
昭
和
六
年
共
岡
市
叫
一

ヶ

防
の
み
を
存
し
、政
館
に
内
湯
脅
完
成
L
、同
年
五
H
A

七
日
八
百
九
戸
の
大
火
災
と
共
に
焼
失
し
て
、
犯
に

謎
〈
も
な
〈
復
興
し
た
。
そ
の
泉
慨
は
箆
類
泉
で
、

無
色
透
明
、
硫
化
水
禁
臭
を
有
し
、
徹
か
に
麟
昧
を

柿
ぴ
司
令
。
調
度
商
出
口
に
於
い
て
町
山
氏
四
九
位
。


